
 

令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。 

幼児教育・保育の無償化の実施方法は，利用される施設・事業所ごとに異な

りますので，該当するページを御確認ください。 
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【目  次】 

 

０ 用語の説明など 

１ 民営保育園 

２ 市営保育所 

３ 認定こども園（保育園部分【２・３号認定】）※地域型保育事業を含む 

４ 認定こども園（幼稚園部分【１号認定】） 

５ 私立幼稚園（新制度に移行した私立幼稚園を除く）・国立幼稚園 

６ 新制度に移行した私立幼稚園 

７ 市立幼稚園 

８ 認可外保育施設等 

認可外保育施設，ベビーホテル，ベビーシッター，一時預かり事業， 
病児保育事業，ファミリーサポート事業 

９ 企業主導型保育事業所 

10 障害児通所・入所施設 

参考 「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付認定」について 

別紙 保育が必要な理由 
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【用語の説明】 

 この御案内で使用している用語の定義は以下のとおりです。 

 

＜歳児＞ 

０～２歳児 年度当初の４月１日時点で０～２歳の子ども 

３～５歳児 年度当初の４月１日時点で３～５歳の子ども 

満３歳児 満３歳になった日(誕生日の前日)から最初の３月３１日までの間の子ども 

 

＜認定＞ 

教育・保育 

給付認定 

保育園(所)，認定こども園，地域型保育事業所，新制度に移行した私立幼
稚園，市立幼稚園等を利用するために必要な認定 

 
１号認定 

満３～５歳児が，新制度に移行した私立幼稚園，市立幼稚園，認定こども
園(幼稚園部分)を利用するために必要な認定 

２号認定 
満３～５歳児が，保育園(所)，認定こども園(保育園部分)等を利用するため
に必要な認定 

３号認定 
満３歳児を除く０～２歳児が，保育園(所)，認定こども園(保育園部分)，
地域型保育事業所を利用するために必要な認定 

 

施設等利用 

給付認定 

私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)，預かり保育，認可外保育施設等の
利用料の無償化の給付を受けるために必要な認定 

 
新１号認定 

満３～５歳児が，私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)の保育料のみの無
償化の給付を受けるために必要な認定 

新２号認定 
保育を必要とする理由(別紙参照)に該当する３～５歳児が，私立幼稚園(新

制度に移行した私立幼稚園を除く)，預かり保育，認可外保育施設等の利用料の無償
化の給付を受けるために必要な認定 

新３号認定 
市民税非課税世帯のうち，保育を必要とする理由(別紙参照)に該当する０～
２歳児が，私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)，預かり保育，認可外保
育施設等の利用料の無償化の給付を受けるために必要な認定 
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＜食材料費＞ 

給食材料費 給食やおやつの提供に要する材料費 

主食材料費 給食材料費のうち，主食(御飯・パン・麺類等)に係る材料費 

副食材料費 給食材料費のうち，副食(おかず・おやつ・お茶等)に係る材料費 

 

副食材料費の支払免除制度・補足給付事業に用いる市民税所得割額について 

① 政令指定都市にお住まいの方の市民税所得割額 
平成３０年度分から京都市など政令指定都市の市民税率が６％から８％に変更されましたが，

副食材料費の支払免除制度や補足給付事業の対象者の選定には旧税率(６％)を用います。 

１月１日時点で政令指定都市に住所があった方が課税資料を確認される際は，市民税所得
割額に６／８を乗じて計算し直してください。 

 
② 年度切替の時期 

副食材料費の支払免除制度や補足給付事業の対象者は，４～８月分は前年度，９～３ 
月分は当該年度の市民税所得割額により選定します。 

 
③ 税額控除 

副食材料費の支払免除制度や補足給付事業の対象者の選定に用いる市民税所得割額に，
税額控除(配当控除，住宅借入金等特別税額控除，配当割額・株式等譲渡所得割額，寄付
金税額控除，外国税額控除に限る)は適用されません。これらの税額控除の適用を受けられている
方は，市民税所得割額にこれらの控除額を足した金額が選定に用いる税額となります。 

 

子育てのための施設等利用給付認定の申請について 

① 認定申請書等の入手方法 
・ 京都市のホームページ「京都市情報館」からプリントアウト 

トップページ ⇒ 健康・福祉・教育 ⇒ 子ども子育て支援・少子化対策 
⇒ 幼児教育・保育の無償化 ⇒ 保護者の方へ ⇒ 申請様式 
⇒ 幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について 

URL https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000254845.html 

・ 各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取り 
  ※ ４月に幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園の方は，各園から認定申請書等を配布 

（京都市内の園及び市外の一部の園に限る。） 

 
② 認定申請書等の提出方法 

・ 郵送で提出 
 ＜送付先＞ 

    〒604-8171 
    京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566－1 井門明治安田生命ビル３階 
     京都市幼児教育・保育無償化事務集中室 

・ 各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参 
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歳児 ０～２歳児 ３～５歳児 

① 保育料 
市民税非課税世帯が 

令和元年１０月から無料 
無料 

② 給食材料費 保育料の一部として市に支払い 

保育園に支払い 

※ ただし，下記②⑴の対象者は 

副食材料費の支払免除 

③ 無償化のための手続き 不要 

① 保育料について 

０～２歳児：市民税非課税世帯の保育短時間・保育標準時間の保育料が令和元年１０月から無料 

※ 保育料の算定に用いる子どもの人数のカウント方法はこれまでと変わりありません。 
３～５歳児：保育短時間・保育標準時間の方全員の保育料が無料 

※ 時間外保育の利用料については，全ての歳児において，無償化に係る給付の対象外(有償)です。 

② 給食材料費について 

０～２歳児：保育料の一部として京都市に支払い 
   ３～５歳児：保育園に支払い 

※ ただし，下記⑴の対象者は，給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)の支払免除 

※ 各園にお支払いいただく金額は，実際に給食の提供に要した材料費を勘案して，各園が定めま

す。各園の給食材料費の金額は，各園に御確認ください。 

※ 主食(御飯・パン・麺類等)については，現物持参の園もあります。 

  ＜３～５歳児の副食材料費の支払免除制度＞ 

⑴ 対象者 
・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 57,700 円未満。ひと

り親世帯等においては 77,101 円未満。)の世帯 
・ 同時入所の３人目以降 
・ 年収６４０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 169,000 円未満。)の

世帯のうち，子どもが同一世帯に３人以上いる場合の３人目以降 
※ 免除対象者には，園を通じて京都市からお知らせを送付します。 

⑵ 免除方法 

給食材料費のうち，副食材料費の園への支払いが免除されます。 

③ 無償化のための手続きについて 

無償化のための手続は必要ありません。 
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歳児 ０～２歳児 ３～５歳児 

① 保育料 
市民税非課税世帯が 

令和元年１０月から無料 
無料 

② 給食材料費 保育料の一部として市に支払い 

京都市に支払い 

※ ただし，下記②⑴の対象者は 

副食材料費の支払免除 

③ 無償化のための手続き 不要 

① 保育料について 

０～２歳児：市民税非課税世帯の保育短時間・保育標準時間の保育料が令和元年１０月から無料 

※ 保育料の算定に用いる子どもの人数のカウント方法はこれまでと変わりありません。 
３～５歳児：保育短時間・保育標準時間の方全員の保育料が無料 

※ 時間外保育の利用料については，全ての歳児において，無償化に係る給付の対象外(有償)です。  

② 給食材料費について 

０～２歳児：保育料の一部として京都市に支払い 
   ３～５歳児：京都市に支払い 

※ ただし，下記⑴の対象者は，給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)の支払免除 

※ 京都市にお支払いいただく給食材料費は，各保育所を通じてお知らせします。 

  ＜３～５歳児の副食材料費の支払免除制度＞ 

⑴ 対象者 

・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 57,700 円未満。ひと
り親世帯等においては 77,101 円未満)の世帯 

・ 同時入所の３人目以降 
・ 年収６４０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 169,000 円未満。)の

世帯のうち，子どもが同一世帯に３人以上いる場合の３人目以降 
※ 免除対象者には，保育所を通じて京都市からお知らせを送付します。 

⑵ 免除方法 

給食材料費のうち，副食材料費の京都市への支払いが免除されます。 

③ 無償化のための手続きについて 

無償化のための手続は必要ありません。 
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歳児 ０～２歳児 ３～５歳児 

① 保育料 
市民税非課税世帯が 

令和元年１０月から無料 
無料 

② 給食材料費 保育料の一部として園に支払い 

認定こども園に支払い 

※ ただし，下記②⑴の対象者は 

副食材料費の支払免除 

③ 無償化のための手続き 不要 

① 保育料について 

０～２歳児：市民税非課税世帯の保育短時間・保育標準時間の保育料が令和元年１０月から無料 
※ 保育料の算定に用いる子どもの人数のカウント方法はこれまでと変わりありません。 

３～５歳児：保育短時間・保育標準時間の方全員の保育料が無料 

※ 時間外保育の利用料については，全ての歳児において，無償化に係る給付の対象外(有償)です。 

② 給食材料費について 

０～２歳児：保育料の一部として認定こども園に支払い 
   ３～５歳児：認定こども園に支払い 

※ ただし，下記⑴の対象者は，給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)の支払免除 

※ 各園にお支払いいただく金額は，実際に給食の提供に要した材料費を勘案して，各園が定めま

す。各園の給食材料費の金額は，各園に御確認ください。 

※ 主食(御飯・パン・麺類等)については，現物持参の園もあります。 

  ＜３～５歳児の副食材料費の支払免除制度＞ 
⑴ 対象者 
・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 57,700 円未満。ひと

り親世帯等においては 77,101 円未満)の世帯 
・ 同時入所の３人目以降 
・ 年収６４０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 169,000 円未満。)の

世帯のうち，子どもが同一世帯に３人以上いる場合の３人目以降 
※ 免除対象者には，園を通じて京都市からお知らせを送付します。 

⑵ 免除方法 

給食材料費のうち，副食材料費の園への支払いが免除されます。 

③ 無償化のための手続きについて 

無償化のための手続は必要ありません。 
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歳児 満３～５歳児 ３～５歳児 満３歳児 

要件 
なし 

（右記以外の方） 
保育が必要な理由に該当 

保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

必要な認定 １号認定 １号認定＋新２号認定 １号認定＋新３号認定 

① 保育料 無料 

② 預かり保育 対象外 
月あたり利用日数×450
円を上限(ただし月額上限
11,300 円)として支給 

月あたり利用日数×450
円を上限(ただし月額上限
16,300 円)として支給 

③ 給食材料費 
認定こども園に支払い 

※ ただし，下記③⑴の対象者は副食材料費の支払免除 

④ 
無償化のため

の手続き 不要 お住まいの市町村への認定申請が必要 

① 保育料について 

認定こども園(幼稚園部分)に通われる方全員の教育標準時間の保育料が無料となります。 

② 預かり保育について 

⑴ 対象者 
    ３～５歳児：保育が必要な理由に該当する方別紙参照 
    満３歳児  ：保育が必要な理由に該当する方別紙参照で，かつ市民税非課税世帯の方 

⑵ 対象経費 

    預かり保育の利用料 

⑶ 支給上限額 

    ３～５歳児：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 11,300 円） 
    満３歳児  ：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 16,300 円） 

⑷ 支給方法 

各園が定める利用料をいったん園にお支払いいただいた後，各園からの報告をもとに京都市から
無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。（給付費の支給は，概ね四半

期ごとの予定です。例：10 月～12 月分の利用料に係る給付費は，3 月頃に振り込まれます。） 

⑸ 認可外保育施設等との併用 

通われている認定こども園が以下のいずれかの要件に当てはまる場合，預かり保育の支給上限額

から預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として，併用して利用される認
可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。 

○ 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預か
り保育実施時間の合計)が８時間未満 

○ 預かり保育実施日を含む年間開園日数が２００日未満 

※ 認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となるか否かは，各園に御確認ください。 

※ 併用できる施設・事業：認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)，一時預かり事業， 

病児保育事業，ファミリーサポート事業 
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③ 給食材料費について 

満３～５歳児：認定こども園に支払い 

※ ただし，下記⑴の対象者は，給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)の支払免除 

※ 各園にお支払いいただく金額は，実際に給食の提供に要した材料費を勘案して，各園が定めま

す。各園の給食材料費の金額は，各園に御確認ください。 

※ 給食を提供していない園(主食のみ現物持参の園)もあります。 

  ＜満３～５歳児の副食材料費の支払免除制度＞ 

⑴ 対象者 
・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 77,101 円未満)の世帯 
・ 小学校３年生以下のきょうだいから数えて３人目以降 

※ 免除対象者には，園を通じて京都市からお知らせを送付します。 

⑵ 免除方法 

給食材料費のうち，副食材料費(おかず等の材料費)の園への支払いが免除されます。 

④ 無償化のための手続きについて 

預かり保育の無償化の給付を受けるためには，「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必
要があります。 

京都市にお住まいの方は，手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウ
ト，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき，必要事項を記入のうえ，京都市
幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。 

＜認定区分ごとの必要書類＞ 

認定区分 必要書類 

新２号認定 
新３号認定 

①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 
②保育が必要な理由書 
③保育が必要な理由の添付書類 
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平成２７年度に始まった子ども・子育て支援新制度の適用を受けない幼稚園(私学助成を受けて
いる私立幼稚園，国立大学附属幼稚園(京都市内では京都教育大学附属幼稚園))です。通われ
る幼稚園が新制度の適用を受ける幼稚園か否かは，各園に御確認ください。 

歳児 満３～５歳児 ３～５歳児 満３歳児 

要件 
なし 

（右記以外の方） 
保育が必要な理由に該当 

保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

必要な認定 新１号認定 新２号認定 新３号認定 

① 保育料 月額 25,700 円を上限として支給 

② 預かり保育 対象外 

月あたり利用日数×450

円を上限(ただし月額上限
11,300 円)として支給 

月あたり利用日数×450

円を上限(ただし月額上限
16,300 円)として支給 

③ 副食材料費 下記③⑴に該当する方は補足給付事業の対象 

④ 
無償化のため

の手続き お住まいの市町村への認定申請が必要 

① 保育料について 

⑴ 対象者 
私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)・国立幼稚園に通われる方全員 

⑵ 対象経費 

    保育料・入園料 
   ※ 入園料は，支払った年度の幼稚園在籍月数(４月入園であれば１２箇月)で割った額を月額保育料に加算します。 

   ※ 保育料や入園料に以下に掲げる費用が含まれている場合，その部分については無償化に係る給付の対象外です。 

○ 日用品費や制服費   ○ 行事費   ○ 食材料費   ○ 通園送迎費   ○ 保護者会・PTA 会費 

⑶ 支給上限額 

    月額 25,700 円  ※ 国立大学附属幼稚園の上限額は月額 8,700 円 

⑷ 支給方法 

各園が定める保育料等をいったん園にお支払いいただいた後，各園からの報告をもとに京都市か
ら無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。（給付費の支給は，概ね四

半期ごとの予定です。例：10 月～12 月分の保育料に係る給付費は，3 月頃に振り込まれます。） 

② 預かり保育について 

⑴ 対象者 
    ３～５歳児：保育が必要な理由に該当する方別紙参照 
    満３歳児  ：保育が必要な理由に該当する方別紙参照で，かつ市民税非課税世帯の方 

⑵ 対象経費 

    預かり保育の利用料 
⑶ 支給上限額 

３～５歳児：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 11,300 円） 
満３歳児  ：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 16,300 円） 
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⑷ 支給方法 
各園が定める利用料をいったん園にお支払いいただいた後，各園からの報告をもとに京都市から

無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。（給付費の支給は，概ね四半

期ごとの予定です。） 

⑸ 認可外保育施設等との併用 

通われている幼稚園が以下のいずれかの要件に当てはまる場合，預かり保育の支給上限額から
預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として，併用して利用される認可外
保育施設等の利用料も無償化の対象となります。 

○ 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預か
り保育実施時間の合計)が８時間未満 

○ 預かり保育実施日を含む年間開園日数が２００日未満 

※ 認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となるか否かは，各園に御確認ください。 

※ 併用できる施設・事業：認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)，一時預かり事業， 

病児保育事業，ファミリーサポート事業 

③ 副食材料費の補足給付事業について 

⑴ 対象者 
・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 77,101 円未満)の世帯 
・ 小学校３年生以下のきょうだいから数えて３人目以降 

⑵ 対象経費 

    給食材料費のうち，副食材料費(おかず等の材料費) 

⑶ 支給上限額 

    月あたり給食提供日数×日額単価（ただし月額上限 4,500 円） 
    ※ 日額単価は，各園によって異なりますので，各園に御確認ください。 

⑷ 支給方法 

副食材料費をいったん園にお支払いいただいた後，各園からの報告をもとに保育料と同様に保護

者の方の金融機関口座に払い戻されます。 

⑸ 留意事項 

補足給付事業の申請方法等については，補足給付事業を実施する園を通じてお知らせします。 
なお，補足給付事業を実施するか否かは，各園が判断していますので，実施の有無は各園に

御確認ください。 

④ 無償化のための手続きについて 

無償化の給付を受けるためには，「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 
京都市にお住まいの方は，手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウ

ト，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき，必要事項を記入のうえ，京都市
幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。 

 ＜認定区分ごとの必要書類＞ 

認定区分 必要書類 

新１号認定 ①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 

新２号認定 
新３号認定 

①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 
②保育が必要な理由書 
③保育が必要な理由の添付書類 
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新制度に移行した幼稚園とは，平成２７年度に始まった子ども・子育て支援新制度が適用され
る幼稚園を言います。通われる幼稚園が新制度に移行した幼稚園か否かは，各園に御確認ください。 

歳児 満３～５歳児 ３～５歳児 満３歳児 

要件 
なし 

（右記以外の方） 
保育が必要な理由に該当 

保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

必要な認定 １号認定 １号認定＋新２号認定 １号認定＋新３号認定 

① 保育料 無料 

② 預かり保育 対象外 
月あたり利用日数×450
円を上限(ただし月額上限

11,300 円)として支給 

月あたり利用日数×450
円を上限(ただし月額上限

16,300 円)として支給 

③ 給食材料費 
幼稚園に支払い 

※ ただし，下記③⑴の対象者は副食材料費の支払免除 

④ 
無償化のため

の手続き 不要 お住まいの市町村への認定申請が必要 

① 保育料について 

新制度に移行した幼稚園に通われる方全員の教育標準時間の保育料が無料となります。 

② 預かり保育について 

⑴ 対象者 
    ３～５歳児：保育が必要な理由に該当する方別紙参照 

    満３歳児  ：保育が必要な理由に該当する方別紙参照で，かつ市民税非課税世帯の方 

⑵ 対象経費 

    預かり保育の利用料 

⑶ 支給上限額 

    ３～５歳児：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 11,300 円） 
    満３歳児  ：月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 16,300 円） 

⑷ 支給方法 

各園が定める利用料をいったん園にお支払いいただいた後，各園からの報告をもとに京都市から
無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。（給付費の支給は，概ね四半

期ごとの予定です。例：10 月～12 月分の利用料に係る給付費は，3 月頃に振り込まれます。） 

⑸ 認可外保育施設等との併用 

通われている幼稚園が以下のいずれかの要件に当てはまる場合，預かり保育の支給上限額から
預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として，併用して利用される認可外
保育施設等の利用料も無償化の対象となります。 

○ 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預か
り保育実施時間の合計)が８時間未満 

○ 預かり保育実施日を含む年間開園日数が２００日未満 

※ 認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となるか否かは，各園に御確認ください。 
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※ 併用できる施設・事業：認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)，一時預かり事業， 

病児保育事業，ファミリーサポート事業 

③ 給食材料費について 

満３～５歳児：幼稚園に支払い 
※ ただし，下記⑴の対象者は，給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)の支払免除 

※ 各園にお支払いいただく金額は，実際に給食の提供に要した材料費を勘案して，各園が定めま

す。各園の給食材料費の金額は，各園に御確認ください。 

※ 給食を提供していない園もあります。 

  ＜満３～５歳児の副食材料費の支払免除制度＞ 

⑴ 対象者 
・ 年収３６０万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が 77,101 円未満)の世帯 
・ 小学校３年生以下のきょうだいから数えて３人目以降 

※ 免除対象者には，園を通じて京都市からお知らせを送付します。 

⑵ 免除方法 

給食材料費のうち，副食材料費(おかず等の材料費)の園への支払いが免除されます。 

④ 無償化のための手続きについて 

預かり保育の無償化の給付を受けるためには，「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必
要があります。 

京都市にお住まいの方は，手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウ
ト，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき，必要事項を記入のうえ，京都市
幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。 

 ＜認定区分ごとの必要書類＞ 

認定区分 必要書類 

新２号認定 
新３号認定 

①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 

②保育が必要な理由書 
③保育が必要な理由の添付書類 

  



13 

歳児 ３～５歳児 

要件 
なし 

（右記以外の方） 
保育が必要な理由に該当 

必要な認定 １号認定 １号認定＋新２号認定 

① 保育料 無料 

② 預かり保育 対象外 
月あたり利用日数×450 円を上限(ただし月額
上限 11,300 円)として支払免除 

③ 
無償化のため

の手続き 不要 京都市への認定申請が必要 

※ 市立幼稚園では給食を提供しておりませんので，給食材料費はありません。 

① 保育料について 

市立幼稚園に通われる方全員の教育標準時間の保育料が無料となります。 

② 預かり保育について 

⑴ 対象者 
    保育が必要な理由に該当する方別紙参照 

⑵ 対象経費 

    預かり保育の利用料 

⑶ 支払免除上限額 

    月あたり利用日数×450 円（ただし月額上限 11,300 円） 

⑷ 支払免除方法 

    支払免除上限額まで利用料の支払が免除されます。 

③ 無償化のための手続きについて 

預かり保育の無償化の給付を受けるためには，「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必
要があります。 

京都市にお住まいの方は，手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウ
ト，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき，必要事項を記入のうえ，京都市
幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。 

 ＜認定区分ごとの必要書類＞ 

認定区分 必要書類 

新２号認定 
①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 
②保育が必要な理由書 
③保育が必要な理由の添付書類 



14 

認可外保育施設等には，いわゆる認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)のほか，ベビ
ーホテル，ベビーシッター，市町村から認可されていない事業所内保育，一時預かり事業，病児保
育事業，ファミリーサポート事業が含まれます。 

歳児 ３～５歳児 ０～２歳児 

要件 保育が必要な理由に該当 
保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

必要な認定 新２号認定 新３号認定 

① 
保育料 
利用料 

月額 37,000 円を 
上限として支給 

月額 42,000 円を 
上限として支給 

② 
無償化のため

の手続き お住まいの市町村への認定申請・支給申請が必要 

① 保育料・利用料について 

⑴ 対象者 
    ３～５歳児：保育が必要な理由に該当する方別紙参照 
    ０～２歳児：保育が必要な理由に該当する方別紙参照で，かつ市民税非課税世帯の方 

※ 保育園，認定こども園(保育園部分)，地域型保育事業所，企業主導型保育事業所を利用されている方は，認

可外保育施設等に係る無償化の給付を受けることはできません。 

⑵ 対象経費 

    保育料・利用料 
   ※ 保育料等に，以下に掲げる費用が含まれている場合，その部分については無償化に係る給付の対象外となります。 

○ 日用品費や制服費   ○ 行事費   ○ 食材料費   ○ 通園送迎費   ○ 保護者会・PTA 会費 

   ※ ファミリーサポート事業の送迎のみの利用の場合は，無償化の対象外となります。 

⑶ 支給上限額 

    ３～５歳児：月額 37,000 円 
    ０～２歳児：月額 42,000 円  

⑷ 支給方法 

保護者の方は，各施設が定める保育料をいったん施設(ファミリーサポート事業の場合は，活動を
行った提供会員)に支払ったうえで，施設が発行した領収書等を添付して，給付費の申請を京都
市に行う必要があります。保護者の方からの申請をもとに，京都市から無償化に係る給付費が保護
者の方の金融機関口座に払い戻されます。（給付費の支給は，概ね四半期ごとの予定です。例：10月～12

月分の保育料・利用料に係る給付費は，3 月頃に振り込まれます。） 

② 無償化のための手続きについて 

⑴ 認定申請 
無償化の給付を受けるためには，「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要がありま

す。 
京都市にお住まいの方は，手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントア

ウト，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき，必要事項を記入のうえ，京
都市幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してくだ
さい。 
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＜認定区分ごとの必要書類＞ 

認定区分 必要書類 

新２号認定 
新３号認定 

①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 

②保育が必要な理由書 
③保育が必要な理由の添付書類 

⑵ 支給申請（施設等利用費の申請） 
支給申請に必要な申請書等は，京都市のホームページ「京都市情報館」からプリントアウトしてい

ただき，必要事項を記入のうえ，京都市幼児教育・保育事務集中室に郵送，または，各区役
所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。 

また，申請額の上限設定などが複雑なため，京都市では「施設等利用費申請書入力フォーム」
を作成しておりますので，適宜御活用ください。 

トップページ ⇒ 健康・福祉・教育 ⇒ 子ども子育て支援・少子化対策 
⇒ 幼児教育・保育の無償化 ⇒ 保護者の方へ ⇒ 申請様式 
⇒ 施設等利用費の支給申請について 

URL https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000258661.html 

※ 無償化対象施設か御確認ください 

無償化の給付を受けるためには，利用される施設が無償化対象施設になる必要があります。無償
化対象施設になるためには，施設が「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」を京都市に提出
し，無償化対象施設の確認を受ける必要があります※。 

利用される施設が無償化対象施設の確認を受けていない場合，保護者の方が新２号・新３号認
定を受けられても，無償化の給付を受けることはできません。 

利用される施設が無償化対象施設の確認を受けているか否か，必ず利用される施設に御確認くだ
さい。 

なお，京都市内の施設で無償化対象施設の確認を受けている施設は，京都市のホームページで
確認することができます。 

トップページ ⇒ 健康・福祉・教育 ⇒ 子ども子育て支援・少子化対策 
⇒ 幼児教育・保育の無償化 ⇒ 施設・事業所一覧 

⇒ 幼児教育・保育の無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等一覧 

URL https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000258134.html 

※ 京都市以外の市町村に所在する施設については，施設が所在する市町村に「特定子ども・子育て支援施設等確

認申請書」を提出し，無償化対象施設の確認を受ける必要があります。京都市以外に所在する施設を御利用の場

合は，確認の有無を施設が所在する市町村に御確認ください。 
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企業主導型保育事業所は，国が助成決定し，指導監督しているため，制度の詳細は国(内閣
府・内閣府の委託団体)もしくは利用する施設にお問合せください。 

企業主導型保育事業所を御利用の方は，施設等利用給付認定(新１号・新２号・新３号認
定)を受けることはできませんので，御注意ください。 

枠 従業員枠 地域枠 

歳児 ３～５歳児 ０～２歳児 ３～５歳児 ０～２歳児 

要件 
保育が必要な 
理由に該当 

保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

保育が必要な 
理由に該当 

保育が必要な理由に該当 
かつ市民税非課税世帯 

必要な認定 ― ２号認定 
３号認定 

※満３歳児は２号認定 

① 保育料 国が定める標準的な保育料が無料 

② 利用報告書 利用開始月中に利用報告書をお住まいの市町村に提出 

③ 
無償化のた
めの手続き 

施設・国に御確認ください。 

２号・３号認定を受けていない場合， 
お住まいの市町村への認定申請が必要 

上記以外の手続きは施設・国に御確認ください。 
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放課後等デイサービス以外の障害児通所・入所施設が対象となります。 

障害児通所・入所施設の無償化は，保育の必要性がない場合でも対象となります。 

障害児通所・入所施設と保育園や認定こども園，幼稚園，預かり保育，認可外保育施設等を
併用される方は，両方の施設で無償化の対象となります。（他施設を御利用の場合は，それぞれ
の施設の要件を満たしている必要があります。） 

項目 ０～２歳児 ３～５歳児 

利用料 
変更なし 

※ 市民税非課税世帯は， 
 無償化前から無料 

無料 

無償化のため
の手続き 不要 

※ 対象の事業の支給決定を受けておられる方には，京都市から別途お知らせを送付します。 

※ 実費は無償化に係る給付の対象外です。 
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参考 「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付認定」について 

利用施設 
教育・保育 
給付認定 

施設等利用給付認定 

右記以外 
保育が必要な 
理由に該当 

民営保育園・市営保育所 
認定こども園(保育園部分) 

企業主導型保育事業所(地域枠) 
２号・３号※１ ― ― 

新制度に移行した私立幼稚園・市立幼稚園 
認定こども園(幼稚園部分) 

１号 ― 
新２号・新３号※２ 

(預かり保育も対象) 

私立幼稚園・国立幼稚園 

(新制度に移行した私立幼稚園を除く) 
※３ 

新１号 

(預かり保育対象外) 

新２号・新３号※２ 

(預かり保育も対象) 

認可外保育施設等 ※３ ― 新２号・新３号※２ 

※１ ２号・３号認定を受けて，保育園，認定こども園(保育園部分)，地域型保育事業所，企業
主導型保育事業所を御利用の方は，施設等利用給付認定(新１号～新３号認定)を受けること
はできません。 

※２ 新３号認定は，保育が必要な理由に該当，かつ市民税非課税世帯が要件となっています。 
※３ 保育利用申込みを行い，利用調整の結果，私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)や認可

外保育施設等を利用している場合で２号・３号認定を持っておられる方(企業主導型保育事業所
を御利用の方は除く)のうち，要件を満たしている方は，新２号・新３号認定の「みなし認定」を受
けることができます。みなし認定を受けられた方は，京都市から別途通知を送付します。みなし認定

を受けられた方が施設等利用給付の支給を受けるためには，別途必要な手続きを行う必要があり
ます。必要な手続き等の詳細については，みなし認定の通知をお送りする際に御案内します。 

 

 

  

３歳の 

誕生日前日 

満３歳になった日以降の 

最初の３月３１日 小学校就学 

１号認定 

新２号認定 
新３号認定（非課税世帯のみ） 

新１号認定 

２号認定 ３号認定 

出生

満３歳児 

教育・保育 

給付認定 

施設等利用 

給付認定 

０～２歳児 ３～５歳児 
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別紙 保育が必要な理由（新２号認定・新３号認定を受けるための事由） 

預かり保育，認可外保育施設等の利用料に係る無償化の給付を受ける場合は，保護者のいずれも

が，次の①から⑨の保育が必要な理由のいずれかに該当し，認定を受ける必要があります。 

認定を受けるためには，「保育が必要な理由書」と各理由に応じた下記の「添付書類」の提出が必

要です。 

 保育が必要な理由及び基準 添付書類 認定の期間（最長） 

①就労（内定を含む） 

１箇月４８時間以上就労していること 

・就労証明書様式３ 

・スケジュール申告書様式４(変則

勤務の方) 

新３号：満３歳になった日以

降の最初の 3 月 31 日まで 

新２号：卒園まで 

②妊娠・出産 

妊娠中であるか出産後間がないこと 
・母子手帳の写し又は出産証明書 出産日から８週間後の月末まで 

③保護者の疾病・障害 

病気・けが療養中又は精神・身体に障

害があること 

・障害者手帳，療育手帳，介護保険

被保険者証の写し 

・診断書 

・その他疾病・障害の程度が分かる

書類等 

・スケジュール申告書様式４(生活

に制限のない方) 新３号：満３歳になった日以

降の最初の 3 月 31 日まで 

新２号：卒園まで 

④同居又は長期入院等している

親族の介護・看護 

親族を常時介護・看護していること 

・障害者手帳，療育手帳，介護保険

被保険者証の写し 

・診断書 

・その他介護・看護の必要性が分か

る書類等 

・スケジュール申告書様式４(必須) 

⑤災害復旧 

災害の復旧に当たっていること 
・り災証明書 

⑥求職活動（起業準備を含む） 

求職活動を継続的に行っていること 

・求職活動申告書様式４－２ 

・活動内容を証明する書類(ハロー

ワークカードの写し等) 

概ね９０日 

⑦就学 

・学校教育法に規定する学校等に在学し

ていること 

・職業能力開発促進法に規定する職業

訓練等を受けていること 

・在学証明書 

・スケジュール申告書様式４(時間

割でも可) 

卒業(修了)予定日の月末まで 

⑧育児休業取得中に継続利用が

必要であること 

下の子どもの育児休業取得前から，上

の子どもが継続して施設等を利用して

いること 

・就労証明書様式３ 

市町村が認める期間 

⑨その他，上記に準じる状態とし

て市町村が認める場合 

上記に準じる状態のため保育が必要で

あること 

・区役所，支所にお問い合わせく

ださい。 
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＜施設等利用給付認定（新１号・新２号・新３号認定）に関すること＞ 
＜施設等利用費の申請に関すること＞ 
＜私立幼稚園の副食材料費の補足給付事業に関すること＞ 

京都市幼児教育・保育無償化事務集中室 

電話：０７５－２５４－７２１６ 

 

＜市立幼稚園の無償化に関すること＞ 

京都市教育委員会事務局 指導部 学校指導課 

電話：０７５－２２２－３８０６ 

 

＜障害児通所・入所施設の無償化に関すること＞ 

京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 

電話：０７５－７４６－７６２５ 

 

＜教育・保育給付認定（１号・２号・３号認定）に関すること＞ 
＜保育園(所)・認定こども園の副食材料費に関すること＞ 

  ＜その他無償化の制度に関すること＞ 

京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 

電話：０７５－２５１－２３９０ 

 

お問い合わせ先 
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京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 

 

〒604-8171 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566－1 井門明治安田生命ビル３階 
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